
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
～ 消防団員 募集 ～   命と暮らしを守るため、今、あなたの力が必要です。 

 
火災や台風などの災害発生時に、消防署と協力して、消防防災活動を行うのが消防団です 

≪主な活動内容≫  ◆火災、台風、地震等発生時の災害活動 ◆器具や車両の点検（月２回程度） 

◆各種消防訓練 ◆イベント等での警戒、消防団 PR ◆火災予防広報 

<資格> 市内に居住し、勤務し又は通学する 18 歳以上の健康な方で、消防団活動に関心がある方。 

 
 
 
 

【問い合わせ】消防総務課  TEL046-223-9367 

 

～ 学生消防団員募集 ～ 
 学生でありながら、消防活動を通じて防災に関する知識・技術の習得、地域に貢献することが

できます。また、厚木市学生消防団活動認証制度も設けており、就職活動時に企業等へアピール

することができます。興味がある学生の方は、ご連絡ください。 

～ 女性消防団員を募集しています ～ 女性消防団は、火災予防広報や応急手当の普及

啓発活動などを中心に活動しています。 興味がある方は、消防総務課までご連絡ください。 

                                 【問い合わせ】消防総務課   TEL046-223-9367 

 

 

 

    
厚木市元町 9-４・TEL223-3147・FAX296-2050・E-mail 0251@city.atsugi.kanagawa.jp【令和７年 11 月１日号】 

１０月１２日（日）、厚木小学校校庭で、「厚木市制施行７０周年記念第５４回厚木北地区大運動会」が開催されました。 

当日は、人気の「綱引き」や「二人三脚」のほか、子どもたちによる「チャイルドリレー」など全７種目が行われ、大 

きな歓声の中で熱い戦いが繰り広げられました！ 参加者、運営役員の方々、ジュニアリーダーズクラブと厚木中学校 

の生徒の皆さま、大変お疲れ様でした。 

市ホームページ 

激闘のチャイルドリレー！ 白熱の二人三脚！ 熱戦続いた綱引き！ 



 

厚木市が 10 月 6 日に「シェアサイクル」の 

実証実験の協定を締結しました 
 市役所や公民館、公園などにシェアサイクル専用の

ステーションが新設され、市内３６か所で利用できる

ようになりました。 

 自転車はスマートフォンのアプリで借りることが

でき、３０分・１６０円からの有料となります。 

 シェアサイクルを導入することで、公共交通機関が

担う機能の補完、交通混雑の緩和、二酸化炭素の排出

削減、観光客の移動手段確保が期待できます。 

厚木北公民館にも３台分の専用のステーションが

設置されましたので、このシェアサイクルを有効に 

御活用ください。 

令和７年１１月１日号 

移動番屋の日程について 

市民安全指導員が防犯に関する情報の提供や御相談

をお受けいたします。  

防犯啓発物品も配布しておりますので、お気軽にお立

ち寄りいただき、日頃の防犯にお役立てください。 

 

※天候等により中止になる場合がございます。 

 

【日 時】11 月 14 日（金） 

午前 11 時～午後零時 30 分 

【場 所】厚木郵便局 ＡＴＭ横付近 

【問合せ】くらし交通安全課 ℡225-2148 

 

よし！100 歳まで元気でいよう！ 

フレイル予防セミナー（厚木市委託事業） 

 
フレイル予防の運動・栄養・社会参加の３本柱を、

講座・実技・e スポーツを通して学びます。 

講師は、神奈川工科大学の教職員です。 

【日 時】①令和８年１月 16 日（金）、 

②１月 19 日（月）、 

③１月 27 日（火）10：00～12：00 

（全３回） 

【会 場】①②厚木北公民館大集会室  

③神奈川工科大学  

【対象者】概ね 65 歳以上の方 

（原則、全３回参加できる方） 

【参加費】無料 

【定  員】25 人（先着順） 

【申込み・問合せ】 

神奈川工科大学 

 地域連携・貢献センター ℡291-3212 

 

 

～地震火災対策の推進について～ 
 

大規模地震発生時には、多くの場所で火災が同時に

発生するおそれがあり、住宅密集地などでは大規模な

火災につながる危険性が高くなることから地震におけ

る出火防止対策が重要です。なお、近年の大規模な地

震発生時においては、電気に起因する火災が多く発生

しています。 

地震の発生に伴い、大規模で長時間に及ぶ停電が発

生していることから、停電からの復旧時に出火する「通

電火災」の発生が懸念されています。家具等の転倒防

止（固定）対策、避難路の確保、住宅用火災警報器の

適切な維持管理や住宅用消火器の設置など事前の対策

を図るほか、地震発生後には電化製品のスイッチを切

るとともに、電源プラグをコンセントから抜きましょ

う。また、通電火災を防ぐため、避難するときはブレ

ーカーを落とし、再通電時は電気機器類に破損がない

こと、近くに燃えやすいものがないことを確認しまし

ょう。 

            
 

【問合せ】消防本部 予防課 ℡223-9371              

                   

あゆコロ

ちゃんと

学ぶ！ 

住警器 

あゆコロ

ちゃんと

学ぶ！ 

消火器 

消費者問題講演会 ～食品表示は情報の宝庫！キホンを知って上手にお買い物～ 

食品表示の見方や活用のポイント、食品アレルギー等を学び、毎日の買い物に役立つ知識を身に付けます。 

【日 時】令和７年 12 月５日（金）午後１時 30 分～午後３時 30 分まで 

【会 場】厚木商工会議所５階 大会議室（厚木市栄町１丁目 16 番 15 号）     

【対象者】市内在住（定員 50 人、先着順）【参加費】無料 

【申込み】11 月 28 日（金）までに講座予約システム、 

電話、ファクス、又は直接、厚木市消費生活センターへ。       講座予約システムはこちら       

【その他】手話通訳あり。託児（満１歳～小学３年生）を希望の方は 11 月 14 日（金）までに 

申し出てください。 

【問合せ】厚木市消費生活センター ℡225-2155 Fax294-5801 

 


